
«口座を開設されるお客さまへ» 
 

 ＪＡ西東京では、犯罪収益移転防止法に基づくお客さまの取引時確認を徹底しております。 

 

 近年、ヤミ金融業者などが預貯金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求、振

り込め詐欺等の犯罪に預貯金口座が利用されるなど悪質な事例が社会問題となっております。 

 当ＪＡでは、不正利用される口座の開設を未然に防止するため、口座を開設されるお客さ

まに下記のお願いをいたしております。 

 お客さまにはご不便、お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

 

● 口座の開設は最寄りの支店にてお手続き願います。 

個人のお客さまの口座開設は、ご自宅、お勤め先に近くご利用に便利な支店、法人の場合は主たる

事務所の最寄りの支店にてお手続き願います。遠方の支店にご来店の場合はお手続きをお断りする

ことがございます。 

 

● 口座のご利用目的、ご職業、事業内容等をお尋ねします。 

   口座開設に際して、口座のご利用目的、ご職業（勤務先、勤務先住所含む）、事業内容等、法律で

定められた取引時確認をさせていただきます。口座開設の目的が不明瞭、不自然である場合や、取

引時確認にご協力いただけない場合は、口座の開設をお断わりすることがございます。 

 

● 多数の口座を開設されることはご遠慮願います。 

   すでに当ＪＡに口座をお持ちの場合は、既存の口座をご利用ください。２口座目をご希望の場合は、

ご利用目的を伺い、場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。 

 

● 口座開設後に貯金規定に違反する行為があった場合は、口座のご利用を停止させていた

だく場合がございます。 

   例）当ＪＡよりお送りする郵送物が「宛所に尋ねあたりません」の理由で返戻され、電話による連

絡もとれない等、お客さまの所在が不明になった場合。 

 

● 反社会的勢力ではないことを確認させていただいております。 

   当ＪＡでは、政府指針等に従い反社会的勢力等との取引を排除するため、貯金規定等に暴力団排除  

   に関する規定を設けております。口座開設の際は、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関

する同意書」を提出していただいております。 

 

● 法人・団体のお客さまの口座開設には、申込内容確認のため１週間程度の期間をいただ

きます。 

 

 

 



【個人のお客さま】 

ご本人の確認できる公的書類をご準備願います。 

 

ご本人さまであることを確認させていただくため、顔写真付きの公的書類の原本のご提示をお

願いいたします。 

 

   ［顔写真付き公的書類］ 

・ 運転免許証     ・ 運転経歴証明書（平成 24年 4月以降発行） 

・ 個人番号カード   ・ 旅券（パスポート） 

・ 身体障害者手帳   ・ 療育手帳 

・ その他官公庁から発行、発給された顔写真付き書類 

 

         ※ 外国人のお客さま 

        ・ 在留カード（在留期間満了日まで３カ月以上あるもの） 

          在留カードとともに「学生証」「社員証」等をご提示いただく場合が 

          あります。 

        ・ 特別永住者証明書 

 

 

   顔写真付きの公的書類をお持ちでない場合は、次の書類の中から、２点原本のご提示をお願

いいたします。 

 

        ［顔写真なしの公的書類］ 

・ 国民健康保険被保険者証    ・ 健康保険被保険者証 

・ 後期高齢者医療被保険者証    ・ 国家公務員共済組合員証 

・ 地方公務員共済組合員証    ・ 私立学校教職員共済制度加入者証 

・ 介護保険被保険者証      ・ 母子健康手帳（出生から２年間） 

・ 国民年金手帳         ・ 厚生年金手帳 

 

 

［その他補完書類］（補完書類のみ２点のご提示ではお取扱いできません） 

・ 医療受給者証          

・ 住民票の写し 

（発行から 6カ月以内のもの） 

・ 戸籍謄本・抄本 

（戸籍の附票の写しが添付されているもので発行から６カ月以内のもの） 

・ その他官公庁から発行、発給された書類 

 

 



【法人のお客さま】 

下表の確認事項を所定の書類等で確認させていただきます。 

確認事項 確認書類／確認方法 

名称、本店または主ある事務所の所在

地 
①登記事項証明書（発行から６カ月以内） 

②印鑑登録証明書（発行から６カ月以内） 

③官公庁から発行、発給された書類 
来店された方（取引担当者）の氏名、住

所、生年月日等 

上記【個人のお客さま】に記載されているご本人確認と同じで

す。 

来店された方が法人の取引担当者であ

ること 

委任状 等 

取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記され

ていること。 

電話連絡等により、確認させていただく場合がございます。 

事業内容 ①登記事項証明書 

②定款 等 

お取引の目的 ご用意いただく書類はありませんが、窓口等で当組合担当者が

確認させていただきます。 

実質的支配者（経営、事業活動に支配

的な影響力を有している個人）の氏名、

住所、生年月日等 

当組合所定の「確認表」にご記入いただき、ご提出いただきま

す。 

 

【団体名での口座開設をご希望のお客さま】 

下表の確認事項を所定の書類等で確認させていただきます。 

確認事項 確認書類／確認方法 

名称、設立年月日 ①規約、会則 

②総会資料 等 

代表者名、取引担当者名 ①総会資料 

②名簿 等 

代表者の住所、生年月日 上記【個人のお客さま】に記載されているご本人確

認と同じです。 

取引担当者の住所、生年月日 上記【個人のお客さま】に記載されているご本人確

認と同じです。 

団体の規約、事業・活動内容 規約、会則および総会資料等 

活動内容等について、窓口等で当組合担当者が詳

しくお聞きする場合がございます。 

お取引の目的 ご用意いただく書類はありませんが、窓口等で当組

合担当者が確認させていただきます。 

 


